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本委員会の目的と素形材産業取引ガイドライン改訂背景

• 本委員会の目的

①素形材企業及び取引先企業の競争力の強化

②「素形材産業取引ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の改訂を含め、適正

な取引のあり方の検討

• 今般の取適法（中小受託取引適正化法）等の改正に伴い、法律名、用語、規制内容の追加等、

改正内容が多岐にわたることから、ガイドラインにおいても所要の改訂を行う。

• また、中小企業庁からの要請文にあるとおり、取適法の施行を見据え、各業界の自主行動計画

や業界の取引適正化ガイドラインの見直しが必要。

・素形材産業取引ガイドライン(令和6年6月最終改訂)

・素形材産業の適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画(令和6年5月31日最終改訂)
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https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/sokeizai/pdf/sokeizaitorihikitekisei202406.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/koudoukeikaku/sokeizai_jdmia.pdf
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改訂の全体像

• ガイドラインを策定した2007年（平成19年）から、約20年が経過しているため、各項目の記

載をすべて見直す。

• 特に、①現在の時勢にそぐわない事例、②改善が行われた商慣行については削除。

③口語的な表現が非常に多いことから、文語的な表現に修正。

その他、読みにくい表現や文言を統一する修正、重複した掲載を削除する等所要の改訂を実施。

• 第２章の１６の取引事例ごとの構成を（１）関連法規等※取引事例に係る主な意見を含む

（２）目指すべき取引方法、（３）実務上の優良事例とする。（次項参照）

• 取適法の改正を受け、法律名称・用語の修正が必要であるため、ガイドラインのすべての章・

ページにおいて修正が必要。また、上記の文言修正等のため、修正箇所が膨大であることから、

新旧対象表の作成は省略としたい。
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改訂の全体像：第２章の構成変更

（１）事業者からの指摘事例

（２）関連法規等に関する留意点

（３）目指すべき取引方法

（４）具体的なベストプラクティス

第２章のタイトル、構成について

（１）関連法規等

※取引事例を含む

（２）目指すべき取引方法

（３）実務上の優良事例

旧 新
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改訂の全体像：取適法の主な改正内容

• 取適法の改正内容の反映

取適法の主な改正内容

１．従業員数基準の追加 （第２条８項第５号 等）

２．書面の交付義務の改正（第４条）

３．協議を適切に行わない一方的な対価の決定の禁止の追加（第５条第２項第４号）

４．手形払の利用の禁止等（第５条第１項第２号）

５．特定運送委託類型の追加

６．「製造委託」の対象物品の追加（第２条第１項）
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改訂の全体像：法改正に伴う用語の変更

• 法律名称・用語の改訂

【変更前】 【変更後】

下請代金支払遅延等防止法 製造委託等に係る中小受託事業者に
対する代金の支払の遅延等の防止に
関する法律

下請法 ※略称 取適法 ※略称

親事業者 委託事業者

下請事業者 中小受託事業者

下請代金 製造委託等代金

下請取引 受託取引
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改訂の全体像：法改正に伴う条ずれの反映など

• 取適法の条ずれの反映、運用基準改正に伴う修正

規定 改正前 改正後

製造委託等代金の支払期日 ２条の２ ３条

書面等の明示義務 ３条 ４条

委託事業者の遵守事項 ４条 ５条

遅延利息 ４条の２ ６条

書類等の作成・保存義務 ５条 ７条

指導及び助言 新設 ８条

勧告 ７条 １０条

措置請求 ６条 ９条

罰則 １０条～１２条 １４条～１６条
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主要改訂ポイント①
はじめに 素形材産業取引ガイドラインについて

• 表中に前回のガイドラインの改訂履歴を追加

• 今般の取適法改正の内容を追加

• その他、文言修正を実施

主要改訂ポイント②
第１章 取引慣行に関わる法規について

• 法律名称・用語の改正を反映

• これまで各法令の詳細を参考としてガイドライン末尾に掲載していたが、脚注として、各法令

所管省庁がインターネット上で公表している公表URLに置き換え。

• 取適法の規制内容を反映
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主要改訂ポイント③
第２章 取引事例に係る主な意見～取引方法

第２章全体の共通事項

• 第２章のタイトル、構成の変更

• 第２章、冒頭の※ガイドラインに用いる用語、ガイドラインで取り上げる事例、を修正

• 第２章、冒頭に※ガイドラインで取り上げる法規について 追加

• 運用通達や他のガイドライン等、公表されているものについては、脚注にてURLを追加

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント④
第２章 １．補給品の価格設定

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、書面の交付義務の改正（第４条）を反映

• （２）目指すべき取引方法において、「型取引の適正化推進協議会 報告書」の内容を記載して

いたが、同報告書URLを脚注に記載し、報告書を参照するように文言を修正

• また、同報告書を踏まえれば、「型の廃棄・保管に関する定期的な協議・連絡」については、

「補給期間」移行後速やかに書面等により明確化し、当事者間の共通認識を形成することが記

載されているところ、（３）実務上の優良事例に年限の記載がある事例は削除。

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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（参考）型取引の適正化推進協議会 報告書
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主要改訂ポイント ⑤
第２章 ２．型等の製作・保管・廃棄・返却費用の負担

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、書面の交付義務の改正（第４条）を反映

• （２）目指すべき取引方法において、「型取引の適正化推進協議会 報告書」の内容を記載して

いたが、同報告書URLを脚注に記載し、報告書を参照するように文言を修正

• 勧告事例の追加

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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（参考）型等の製作・保管・廃棄・返却に係る勧告事例

• A社の勧告事例について

A社は、自社が販売する又は製造を請け負う製品及び製品を構成する部品の製造を下請事業者

に委託しているところ、A社が下請事業者に貸与している木型、金型、治具、工具等（以下

「木型等」という。）を用いて製造する製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわら

ず、下請事業者に対し、木型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益

を不当に害していた。
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（参考）型等の製作・保管・廃棄・返却に係る勧告事例

• B社（資本金5000万以下）に対する勧告について

B社は、個人又は資本金の額が１０００万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け

負う自動車用部品の製造を委託している（以下この受託事業者を「下請事業者」という。）。

• B社は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具（以下「金型等」という。）を貸与

していたところ、当該金型等を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終

えた後、金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害し

ていた。
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主要改訂ポイント ⑥
第２章 ３．分割納品、運送費用の負担

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、特定運送委託類型の追加（第２条第５項）を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑦
第２章 ４．原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等

の燃料費）、労務費、運送費等のコスト増の転嫁

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、協議を適切に行わない一方的な対価の決定の禁止の追加

（第５条第２項第４号）を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

19



主要改訂ポイント ⑧
第２章 ５．委託事業者の予算単価・価格による一方的な

契約単価・価格の要求

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、協議を適切に行わない一方的な対価の決定の禁止の追加

（第５条第２項第４号）を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑨
第２章 ６．企業努力の適正評価（技術開発成果等を反映

した価格形成）

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント ⑩
第２章 ７．不利な契約条件の押し付け

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑪
第２章 ８．見積時の予定単価による発注及び発注内容の

変更に伴う負担

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント ⑫
第２章 ９．発注時の数量と納品数量の食い違い

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑬
第２章 １０．受領拒否

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント ⑭
第２章 １１．代金の支払い方法

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等、（２）目指すべき取引方法に、手形払の利用の禁止等（第５条第１項第

２号）の改正内容を反映

• 上記の反映に伴い、手形サイト短縮の経緯等の記載内容を削除

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑮
第２章 １２．有償支給材の早期決済及び在庫保管

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

• 法律名称・用語の改正を反映

• （２）目指すべき取引方法に、書面の交付義務の改正（第４条）を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント ⑯
第２章 １３．図面・ノウハウの流出
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主要改訂ポイント ⑰
第２章 １４．消費税の転嫁

• 消費税転嫁対策特別措置法が、令和3年3月31日をもって失効したが、経過措置規定（同法

附則第2条第2項）により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も

監視・取締り等の対象となるため、ガイドラインに掲載していた。

• 本件に関する問い合わせ件数の少なさや、すでに本ガイドラインの参考に同趣旨の内容が

記載されていることから、１４．消費税の転嫁は削除し、参考に掲載する。
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主要改訂ポイント ⑱ 
第２章 １４．書面又は電磁的方法による明示義務

• 法律名称・用語の改正を反映

• （１）関連法規等に、書面の交付義務の改正（第４条）を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント ⑲ 
第２章 １５．トンネル会社を使った取適法逃れ

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ⑳ 
第３章 海外における適正取引の推進

• 読みにくい表現や文言を統一する修正

主要改訂ポイント  ㉑ 
第４章 本ガイドラインの展開

• 法律名称・用語の改正を反映

• 読みにくい表現や文言を統一する修正
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主要改訂ポイント ㉒ 参考について

• 参考１ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上の留意点 → 脚注に移行

• 参考２ 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法

律上の留意点 → 脚注に移行

• 参考３ 消費税転嫁対策特別措置法上の留意点 → 参考１に移行

• 参考４ 受託中小企業振興法及び振興基準について → 脚注に移行
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今後のスケジュール

• 2025年  10月9日（木） 臨時素形材団体交流委員会

      10月20日（月） 素形材産業取引適正化委員会

約3週間

11月7日（金） 各委員からの意見の提出締め切り

  11月中旬 二次改訂案を各委員へ照会

11月中（P） 素形材産業取引ガイドライン 改訂・公表

• 2026年    1月1日（木）   取適法施行

～
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